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はじめに 

 

新型コロナウイルス感染症の流行が長期化する一方、災害はいつ発生するか
分かりません。地震や風水害などの自然災害が発生し避難所を開設する場合、
新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、各避難所では感染症対策に取り
組む必要があります。 

 
また、市では、避難所での人の密を避けるため、可能な限り多くの避難所の

開設に努めますが、避難者自身も、安全な場所の親戚や友人宅など、避難所以
外の場所も事前に検討しておく必要があります。 

 
このマニュアルは、避難所における感染症対策を示し、施設管理者、避難者

（自主防災組織等）及び派遣市職員の三者が協力しながら、新型コロナウイル
ス感染症の感染リスクを低減する避難所運営を図ることを目的としています。 

 
なお、このマニュアルは、令和２年６月時点の情報に基づいて作成していま

す。今後の新型コロナウイルス感染症の新たな知見等を踏まえて、内容を見直
すことがあります。 
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第１章 総則  
 
１ マニュアルの基本方針  

避難所では、避難者自身が基本的な感染予防対策を徹底するとともに、感染症
の集団発生を予防するための環境整備と避難者の健康管理を行います。 

 
（１）避難者等は、こまめな手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染予防対策を

徹底します。  
（２）避難所では、窓を開放するなど換気（１時間に２回程度）を行うとともに、

世帯ごとの避難スペース及び間隔を十分に確保し、三密（密閉・密集・密接）
を回避します。  

（３）避難所では、避難者を中心に関係者が協力して、定期的に清掃を行い、トイ
レや手洗い場等の共有スペース、ドアノブや手すり等のよく触れる場所の消毒
を行います。  

（４）発熱や咳などの症状がある避難者に対しては、個室や専用スペースを確保し、
他の避難者との接触を可能な限り減らします。  

（５）避難者名簿の登録時には、避難者の体温測定と健康チェックを行います。 
また、避難中も定期的に体温測定と健康チェックを行い、避難者の健康管理

を行います。 
（６）避難者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合に備え、避難者名簿によ

り避難者の入退出の管理を確実に行います。  
（７）新型コロナウイルス感染症は誰もがかかる可能性があります。発熱や咳など

の症状がある避難者への偏見や差別を生まないよう配慮します。 
 

２ マニュアルの構成  
このマニュアルは、千歳市避難所開設・運営マニュアル（以下「本編」という。）

を補完するものとして、避難所開設・運営の中で、新型コロナウイルス感染症の
拡大を防ぐために必要な注意点や対応を示しています。 
 

 

 
※避難所に備蓄している感染症対策用品一覧 
 

クリアケース保管 
使い捨てマスク 使い捨て手袋 
アルコール手指用消毒液 紙タオル 
清掃用漂白剤（ハイター） 非接触型体温計 
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第２章 避難所の開設 
 

避難所の開設準備にあたっては、施設管理者、避難者（自主防災組織等）、派遣
市職員は、従来の避難所開設手順に加えて、より重点的に感染症対策を実施する必
要があります。  
 
 
１ 感染症対策を考慮したレイアウト設定（コロナ対策編 資料１参照） 
（１）一般居住スペースの確保等  

①「三密」（密閉・密集・密接）を防ぐため、各世帯の避難スペースを可能 
な限り確保し、世帯ごとに２メートル以上（最低１メートル以上）の間隔 
を開けます。 

②施設管理者と協議のうえ、教室や会議室なども積極的に活用します。  
③避難者同士が可能な限り交差しないような動線の確保に努めます。  
④定期的な換気が行えるよう、ドアなどの前に物資を置かないようにします。  

 
（２）要配慮者スペース等の確保 

高齢者や障がい者などの要配慮者が滞在するために必要なスペースは従来 
どおり確保します。  

 

（３）発熱、咳等の症状がある人、濃厚接触者のための専用スペース等の確保 
① 発熱、咳等の症状がある人や濃厚接触者の個室若しくは専用スペースを選

定します。   
② やむを得ず、体育館や広い会議室などに滞在する場合には、間仕切り（パ

ーテーションなど）を使用して独立した専用スペースを設けます。 
間仕切りが準備できない場合は、プラスチック素材（拭ける素材）を天井
から床まで張り巡らすなどの工夫をします。  

③ 定期的な換気のため、窓が最低一か所以上ある空間を確保します。  
④ 専用スペース等は、テープにより境界線を設けるなど、一般居住スペース

との行き来が行えないようにします。 
⑤ 可能な限り、専用の水洗トイレや仮設トイレを確保し、他の避難者と交わ

らないような動線とします。 
 
※ 発熱、咳等の症状がある人や濃厚接触者を、同じ個室にすることは望ま

しくありません。やむを得ず同室にする場合は、間仕切り（パーテーシ
ョンなど）で区切るなどで工夫することが望ましい。 
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２ 避難者の受付・健康チェック方法 
（１）受入れの準備  

①避難所の出入口前に受付を設置します。  
②避難所入口が混雑しないよう、受付や体温測定をする場所を出入口の最も 

外側に設置する等の配慮をします。  
③受付に、マスク、非接触型体温計、アルコール消毒液、使い捨て手袋などの 

感染症対策用品を準備します。 
  

※各避難所には、備蓄品として、マスク、非接触型体温計、アルコール消毒 
液、使い捨て手袋などの感染症対策用品一式を配備しています。 

④避難所に出入りする人を確実に把握するため、入口を 1 か所に限定します。  
⑤受付を待つ列を作る場合には、2ｍ間隔をあけて並ぶ体制に誘導します。 

 
（２）避難者名簿の記入、健康チェックの実施 

①受付では、避難者に体温測定をしてもらい、世帯などの代表者には、「避難 
者カード（本編 様式５）」に加え、「健康状態（受付時）チェックシート（コ 
ロナ対策編 様式１）」を記入してもらいます。  

②避難者の体温測定は、「健康状態（受付時）チェックシート」の記載の前に
行うか、列に並んでいる間に行うなどの工夫を行い、体温測定の場所が三密
にならないようにします。 

③避難者が記載した「避難者カード」及び「健康状態（受付時）チェックシー
ト」により、「避難者名簿（本編 様式３）」を作成・管理します。 

 
３ 発熱、咳等の症状がある人、濃厚接触者への対応 
（１）発熱、咳等の症状がある人 

①受付時の健康チェックの際、感染症を疑う発熱、咳等の症状があった場合は、 
専用スペース等に誘導します。 

②誘導後は、災害対策本部（保健福祉対策部）に収容人員や状況等の連絡を入 
れてください。災害対策本部（保健福祉対策部等）は、状況に応じて、専用
スペース等の確保や医療機関受診につなげるなど、適切な対応を行います。  
 

（２）濃厚接触者 
①受付時の健康チェックの際、濃厚接触者であることの申し出があった場合は、 

専用スペース等に誘導します。 
②誘導後は、災害対策本部（保健福祉対策部）に収容人員や状況等の連絡を入

れてください。災害対策本部（保健福祉対策部等）は、状況に応じて、専用
スペース等の確保や保健所と連携し、適切な対応を行います。  
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《濃厚接触者とは》  
    新型コロナウイルス感染症と診断された患者と接触があり、保健所が濃厚 

接触者として健康観察及び外出自粛を求めている者。  
 
４ 避難者への感染予防対策の周知・徹底 
（１）避難者の受入れ時には、避難者が注意すべきことを、「避難所の感染予防対 
  策について（コロナ対策編 資料２）」等を活用し、説明を行います。  
 
（２）避難者の感染予防対策の実施に関する各種ポスター（コロナ対策編 資料３） 

を、避難所のよく見える位置（出入口、掲示板、通路、トイレ、手洗い場など） 
に掲示します。 
  

（３）避難者に周知・徹底する感染予防対策は以下のとおりです。 
①避難所では、必ずマスクを着けましょう。  
②避難所や各部屋に出入りする時は、手指消毒をしましょう。  
③こまめな手洗い、咳エチケットの実施を徹底しましょう。  
④他の避難者との距離を十分に保ちましょう。  
⑤体調がすぐれない方は、派遣市職員に申し出ましょう。  
⑥居住スペースの清掃・消毒は各自で行いましょう。 
⑦共有スペース（トイレや手洗い場等）や、よく触れる場所の清掃・消毒に 

協力しましょう。 
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第３章 避難所の運営 
 

避難者等は定期的に健康チェックを行うとともに、避難所に配備している、マス
ク、消毒液、使い捨て手袋、体温計などを活用し、適切な感染症対策を行うことで
感染症の拡大を防止します。  
 
 
１ 施設管理者、避難者（運営スタッフ）、派遣市職員の健康チェック 

避難所運営に従事している方は、朝・夕の 2 回、必ず体温測定と健康チェッ
クを行い、体調不良の場合は代わりの人に業務をお願いします。 
 

２ 避難所内の感染予防対策の実施 
「感染症対策のチェックリスト（コロナ対策編 様式３）」を参考に、避難所

内の感染予防対策を継続して行います。また、運営スタッフの交代がある場合は、
感染予防対策の実施状況を確実に引き継ぐこととします。 

 
３ 避難者の状況把握、健康管理の実施 

避難者全員に「健康状態観察項目シート（コロナ対策編 様式２）」により、
自ら健康チェックを行ってもらい、症状が現れた場合は、避難所運営スタッフ等
に速やかに申し出るよう周知します。         

症状がある避難者等が発生した場合には、次の「４ 避難者に発熱、咳等の症 
状が出た場合の対応」に沿った対応を行います。  
 

４ 避難者に発熱、咳等の症状が出た場合の対応 
発熱、咳等の症状がある避難者が発生した場合には、専用スペース等に誘導 

します。 
誘導後は、災害対策本部（保健福祉対策部）に収容人員や状況等の連絡を入れ

てください。災害対策本部（保健福祉対策部等）は、状況に応じて、専用スペー
ス等の確保や医療機関受診につなげるなど、適切な対応を行います。  
  
※ 医療機関への搬送などにより退所した後は、災害対策本部の指示に従い、
滞在していた避難スペース、共有スペースの清掃と消毒を行います。 

 
５ 災害対策本部への報告 
（１）1 日 2 回（朝・夕）、「健康状態集計シート（コロナ対策編 様式４）」を作

成し、災害対策本部に報告します。  
（２）避難所の感染症対策用品が不足する場合には、災害対策本部に物資の要請 

を行います。  
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具体的な感染症予防対策の方法 
 

○こまめな手洗い、手指消毒の実施 
 流水で手洗いをすることで、手に付着した細菌やウイルスを洗い流します。  
 石けんを使用することでウイルスの膜を壊し死滅させる効果が期待できます。  
 手洗いが困難な場合は、手指消毒用アルコールの使用が効果的です。 

 
【避難所での注意事項】  

① 液体石けんを配置し、流水で手洗いができる場所を確保します。  
② 固形石けんは、石けんの表面にウイルスが付着し感染を拡大させる可能性が

あるため使用しません。  
③ 手洗い後は、ペーパータオルなどを使用して手を拭き、乾燥させます。  
④ 布やタオルの供用はせず、ペーパータオルか個人用タオルを使用します。  
⑤ 液体石けんのボトルは定期的に消毒を行います。  
⑥ 液体石けんや手指消毒用アルコール、ペーパータオルが不足しないよう定期

的に補充します。  
⑦ 流水で手洗いすることが困難な場合は、ウエットティッシュなどで汚れを拭

き、手指消毒用アルコールを使用します。  
⑧ 避難所内には可能な限り、多くの場所に液体石けん、手指消毒用アルコール

を配置します。  
⑨ 手洗いの方法や手洗いのタイミングの周知のためのポスターなどの掲示を行

います。特に、多くの人の目に入る場所（出入口、掲示板など）や感染リス
クの高い場所（トイレ、手洗い場など）に掲示します。  

  
＜手洗いのタイミング＞  

手が汚れた時、外出から戻った時、多くの人が触れたと思われる場所を触った時、
咳・くしゃみ・鼻をかんだ時、配布等の手伝いをしたとき、炊き出しをする前、食
事の前、症状がある者の看病や家族・動物の排泄物をとり扱った後、トイレの後 な
ど  
  
＜参考資料＞  
 正しい手洗いの仕方（厚生労働省） 【コロナ対策編 資料３―１】 

  手指消毒の手順（国立感染症研究所） 【コロナ対策編 資料３－２】 
 
 
○マスクの着用、咳エチケット等の実施 

 感染症の原因となる細菌やウイルスが口や鼻から侵入するのを防ぎます。  
 感染症に感染している患者の口や鼻から飛散する細菌やウイルスの量を減ら

します。 
 
【避難所での注意事項】  

① 咳やくしゃみが出るときは、咳エチケットを徹底します。  



７ 
 

② 避難所内では全ての人が原則、マスクを着用します。  
③ 鼻と口を完全に覆うよう、正しいマスクの着用をします。  
④ 使い捨てマスクは、原則、繰り返しての使用はできません。やむをえず繰り

返し使用する場合には、適切に消毒することが必要です。  
⑤ 使用したマスクを外すときには、表面に直接触れることがないよう十分に注

意が必要です。  
⑥ マスクの表面を触ってしまった場合は、手洗いやアルコール等での手指消毒

を行います。  
⑦ 使用したマスクや鼻かみティッシュ等は、必ずゴミ袋に入れます。ゴミ箱に

捨てるときは、袋を二重にするか、蓋つきのゴミ箱に捨てます。  
⑧ 症状がある避難者が使用したマスクやティッシュは、感染性廃棄物(P.９)と

して廃棄します。  
  
＜参考資料＞  

咳エチケットで感染症予防（厚生労働省） 【コロナ対策編 資料３－３】  
マスクの着け方・外し方（総務省消防庁） 【コロナ対策編 資料３－４】 

 
 
○清掃・消毒の実施 

多くの人が利用する避難所は、衛生環境が悪くなりやすいため、定期的に消毒・清
掃を行い、感染症の原因となる細菌やウイルスを除去します。 

 
【避難所での注意事項】  

① 避難所の清掃・消毒はなるべく多くの回数を実施するのが良いとされるため
1 日 3 回以上は時間を決めて清掃・消毒を行います。 

② トイレ、出入口、ドアノブや手すりなど、多くの人が触れる場所は、頻回に
清掃・消毒を行います。 

③ 消毒の場所に応じた消毒液を準備して使用します。  
④ 各世帯の避難スペースは、各自で清掃・消毒を行います。  
⑤ 通路や出入り口などの共有スペース、トイレや手洗い場の清掃・消毒は避難

者を中心に関係者が協力して行います。  
  

【手袋の使用上の注意】  
① 手袋は原則使い捨てです。やむを得ず繰り返し使用する場合は適切に消毒を

行い、破損が無いことを確認します。  
② 手袋を使用する前は、破損（穴が開いていないか等）がないかを確認し、隙

間ができないよう正しく着用することが必要です。  
③ 使用した手袋の表面には、細菌やウイルスに汚染されています。手袋を外す

ときが最も感染しやすいため、表面に触れないよう十分注意をして、正しい
外し方を徹底してください。  

④ 手袋、マスク等の脱衣後はかならず手指消毒か流水で手洗いを行います。  
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＜参考資料＞  
消毒液の作り方（厚生労働省） 【コロナ対策編 資料３－５】 
トイレの清掃の仕方（東北感染症危機管理ﾈｯﾄﾜｰｸ）【コロナ対策編 資料３－６】 
手袋の付け方・外し方（総務省消防庁） 【コロナ対策編 資料３－７】 

 
 
○換気の実施 

三密（密閉・密集・密接）を防ぐとともに、細菌やウイルスが空気中に留まらない
よう、常時空気の入れ替えを行うことが重要です。 

 
【避難所での注意事項】  

① 窓及び扉を開放し、常時換気を行います。  
② 扇風機を使用する等、避難所内の空気の循環をよくします。  
③ 夏場、冬場など冷暖房使用時や、やむを得ず常時換気ができない場合は、最

低でも「30 分に 1 回の換気実施」をルールと定め、定期的に換気を行います。  
④ 症状がある避難者専用の個室は、換気できる窓がある部屋を準備します。 

 
 
○食事・物資の配布 
 食事や物資の配布時には、配布場所に避難者が密集する可能性が高いため、密

集を避ける工夫が必要です。  
 食品や物資を介して感染が広がることも想定されるため、食品や物資が細菌や

ウイルスに汚染しないよう保管するとともに、配布方法を工夫する必要があり
ます。 

 
【避難所での注意事項】  

① 食品等を保管する場所は常に清潔に保ち、保存方法や賞味期限の管理を行い
ます。  

② 食品等を置く場所やテーブル等は、事前にアルコール消毒液等で拭いておき
ます。  

③ 配布場所には手指消毒液を設置します。  
④ 食品等は手渡しにせず、机に並べているものを避難者自身が取るようにしま

す。  
⑤ 食事や物資の配布時は、グループ毎に配布時間をずらす等、配布場所が密集

しないようにします。  
⑥ 食事や物資の管理や配布担当者は手袋とマスクを着用します。  
⑦ 食事の提供は、使い捨て容器を使用し、配膳から 1 時間以内に消費します。  
⑧ 個包装ではない食品を自宅等に持ち帰ることは避けます。 
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○ゴミの処分 
ゴミは、細菌やウイルスを媒介するハエや蚊などの発生源となりますので適切に管

理することが必要です。 
 

【避難所での注意事項】  
① 各世帯から出るごみは、世帯ごとに小～中のごみ袋に入れ口を縛り、避難所

の共同のごみ箱に捨てます。  
② 使用したマスクや鼻かみティッシュ等は、必ずゴミ袋に入れます。ゴミ箱に

捨てるときは、袋を二重にするか、蓋つきのゴミ箱に捨てます。  
③ 紙おむつ等の廃棄のために、蓋つきの専用ごみ箱を設置します。  
④ ゴミ捨ての担当者は、手袋をして最終的に口を縛り処分します。  
⑤ ごみ収集の際は、必ず手袋、サージカルマスクを着用し、感染予防に十分配

慮します。  
 

＜感染性廃棄物の取り扱い＞  
① 感染性廃棄物を捨てるごみ箱は、足踏み式ゴミ箱・蓋つきの専用のごみ箱に

します。  
② 隔離室では、個人単位でゴミ袋を配布し、口を閉じて感染性廃棄物専用のゴ

ミ箱に破棄します。  
③ 感染性廃棄物は居住スペースとは異なる場所で部屋に鍵をかける等して保管

します。  
④ 「症状がある避難者が出したごみ（食べ物、体液が付着したもの等）」は、感

染性廃棄物としての処分を災害対策本部に要請します。 
 

※感染性廃棄物とは  
  人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着し
ている廃棄物又はこれらの恐れがある廃棄物 

 
＜参考資料＞  

ごみの捨て方（環境省） 【コロナ対策編 資料３－８】 
 
 
○症状がある避難者が発生した場合の避難所内のゾーニング 

避難所内で症状がある避難者が発生した場合には、感染症の拡大防止のため施設
内をゾーニングするという考え方があります。 

 
＜ゾーニングの考え方＞  

一般の避難者が滞在する場所と感染症を疑う避難者が滞在する場所を、グリーン 
ゾーン、イエローゾーン、レッドゾーンの３つに色分けして施設内を区分するこ

とをゾーニングと言います。 
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【避難所での注意事項】  

① 色テープなどを床に貼るなど、ゾーンの区別が目で見てわかるように表示し
ます。  

② 建物の２階と 3 階で区分けするなど、わかりやすいゾーニングを行います。  
③ 症状がある避難者が滞在する個室や専用のトイレなどを確保します。  
④ 専用のトイレが確保できない場合は、簡易トイレの使用を検討します。  
⑤ トイレ等をやむを得ず共有する場合は、一時的に他の避難者の出入りを制限

するなど対応を行い、使用後は必ず消毒を行います。  
⑥ 症状がある避難者は、常時マスクを着用しレッドゾーンからは出ないことと

します。  
⑦ レッドゾーンに立ち入る市担当者等は最小限にとどめ、必ずマスク、手袋、

ガウンを着用し感染予防を徹底します。  
⑧ レッドゾーンに立ち入った派遣市職員がマスク、手袋を脱衣する場所を、イ

エローゾーン内に明確に設け、脱衣後は手指消毒を必ず行います。  
⑨ レッドゾーンには専用のスリッパを設置します。  
⑩ レッドゾーンで出たごみは、感染性廃棄物(P.９)として処理をします。  
⑪ ゾーニングによる差別や偏見が生まれないよう避難者に理解を求めるよう

努めます。

区分 考え方 
グリーンゾーン 清潔区域：感染症を疑う者が利用しない場所 
イエローゾーン 準汚染区域：グリーンゾーンとレッドゾーンの境目の場所 
レッドゾーン 汚染区域：感染症を疑う者のみが利用する場所 



コロナ対策編　様式１

避難所
ひ な ん じ ょ

に来
こ

られた方
か た

へ

氏名
し め い

　

体温
たいおん

測定
そ く て い

（　　　　.　　℃）

【健康
け ん こ う

チェック】

運営スタッフ記入欄（対策本部からの指示内容等）
滞在スペース 一般　　・　　専用（症状あり・濃厚接触者）

チェック項目
こ う も く

②発熱
はつねつ

や熱
ねつ

っぽさはありますか？

③咳
せき

や喉
のど

の痛
いた

み、くしゃみ等
と う

の風邪
か ぜ

症状
しょうじょう

がありますか？

⑤体
からだ

のだるさ、体
からだ

の痛
いた

み等
と う

の不調
ふちょう

がありますか？

⑥吐
は

き気
け

、おう吐
と

や下痢
げ り

の症状
しょうじょう

がありますか？

⑦味
あじ

やにおいが感
かん

じにくいことがありますか？

①新型
しんがた

コロナウイルスの感染
かんせん

が確認
かくにん

されている人
ひと

の濃厚接触者
のうこうせっしょくしゃ

で、現
げん

在
ざい

、健康
けんこう

観察中
かんさつちゅう

ですか？

⑧その他
た

、体
からだ

のことで気
き

になることがあれば記入
きにゅう

してください。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

回答
か い と う

（はい・いいえ）

（はい・いいえ）

（はい・いいえ）

（はい・いいえ）

（はい・いいえ）

（はい・いいえ）

ＰＣＲ検査日
けんさび

（　月
がつ

　日
にち

）

④呼吸
こきゅう

の息苦
いきぐる

しさ、胸
むね

の痛
いた

みはありますか？ （はい・いいえ）

時間
じ か ん

（　　　：　　　）

年
ねん

　　　　月
がつ

　　　　　日
にち

　健康
け ん こ う

状態
じ ょ う た い

（受付
う け つ け

時
じ

）チェックシート

　新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

対策
た い さ く

のため、受付
う け つ け

に併
あわ

せて健康
け ん こ う

チェックを行
おこな

って

いますのでご協力
きょうりょく

をお願
ねが

いいたします。

年齢
ねんれい



①発熱 ・熱っぽさがある

②におい・味 ・においや味を感じない

③咳・たん
・咳やたんがでる
・くしゃみがでる
・のどが痛い

④だるさ、痛み

・全身のだるさがある
・息が荒くなった（呼吸数が多くなった）
・急に息苦しくなった
・少し動くと息があがる
・胸の痛みがある
・横になれない、座らないと息ができない
・肩で息をしたり、ぜーぜーする。

⑤吐き気・下痢
・吐き気がある
・下痢がある

⑥その他症状

・食欲がない
・鼻水・鼻づまり
・頭痛・関節痛や筋肉痛
・一日中気分がすぐれない
・体にブツブツ（発疹）が出ている
・目が赤く、目やにが多い　　など

健康状態観察項目シート

症　　状

次の症状がある場合には、速やかに運営スタッフ等に申し出てください。

コロナ対策編 様式２



コロナ対策編　様式３

分類 チェック項目 結果

ライフラインの確保ができている ガス/電気/水道/電話

床清掃ができている
　　　回/日
チェック体制：有・無

共有部分（特にトイレや洗面場所などの水回り）の清掃・消毒ができ
ている

　　　回/日
チェック体制：有・無
トイレ状況：仮設/常設

ドアノブや手すり等の多くの人が触れる場所の消毒ができている

避難所の出入口や各部屋の出入口に手指消毒用アルコールを配置
している

トイレや手洗い場に、液体せっけん、ペーパータオルを配置している

固形石鹸、布タオルを共有していないか

換気をしている 常時　or　　分毎

温度・湿度に配慮している

有症状者等が滞在する個室等を設けている 個室　or　専用スペース

有症状者等専用のトイレや出入口を設けている

ゴミの管理が適正にできている

食べ物の管理が適正にできている 賞味期限の確認

手洗い用液体石鹸

ペーパータオル

手指消毒用アルコール

マスク

体温計

次亜塩素酸ナトリウム（ハイター）

使い捨て手袋

ゴミ袋

手洗い、うがいの励行を呼び掛けている

咳エチケットの実施を呼び掛けている

マスクの着用を呼び掛けている

環境整備・清掃・消毒を呼び掛けている

体調がすぐれない場合に申し出るよう呼び掛けている

避難者名簿の登録を確実に行っている

避難者の受付時に体温測定、健康チェックを実施している

定期的に、避難者の体温測定、健康チェックを実施している

避難者の健康管理の実施状況を災害対策本部に報告している

引継事項
不足物品（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

要準備の掲示物・物品（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

感染症対策のチェックリスト
令和　　　年　　　月　　　日

環境

物品

啓発

情報収集



コロナ対策編　様式４

　避難者の健康状態を把握することにより、感染症のまん延をいち早く察知することが感染
拡大を食い止めることにつながります。
　上記のような症状がある避難者については、教室等の専用スペースに誘導し、災害対策本
部に連絡を入れ指示を受けます。

　　　人

　　　人

　　　人

　　　人

　　　人

⑥その他の症状

　　　人

　　　人

　　　人

　　　人

　　　人

①発熱

健康状態集計シート

　　　人

　　　人

⑤吐き気、嘔吐、下痢

　　　人

　　　人

　　　人

③咳、喉の痛み、くしゃみ

④倦怠感、体の痛み

②味覚や嗅覚の異常 　　　人

　　　年　　　　月　　　　日　午前・午後　　　時　　　分

避難所名

５歳未満
５歳から
６５歳未満

症　状

避難者数　　　　　　　名
（再掲：５歳未満　　　名、６５歳以上　　名）

記入者名

６５歳以上

　　　人 　　　人



新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
時
の
避
難
所
レ
イ
ア
ウ
ト
一
例
（
学
校
）

入 口

受
付

①
持
参
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の

・
体
温
計
・
マ
ス
ク
・
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
液

・
ス
リ
ッ
パ
・
ゴ
ミ
袋
な
ど

②
受
付
時
の
チ
ェ
ッ
ク

・
２
m
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス

・
避
難
者
の
体
温
測
定

・
代
表
者
が
健
康
状
態
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
と
避
難
者
カ
ー
ド
を
記
入

③
受
付
で
の
対
応

※
避
難
者
名
簿
の
作
成

○
症
状
な
し

・
居
住
ス
ペ
ー
ス
の
割
付
（
一
般
・
要
配
慮
者
）

○
症
状
あ
り
・
濃
厚
接
触
者

・
教
室
等
の
専
用
ス
ペ
ー
ス
に
誘
導

・
対
策
本
部
に
連
絡

男
子
ト
イ
レ

掲 示 板

避
難
所
運
営
本
部

要
配
慮
者

ス
ペ
ー
ス

C
町
内
区
域
避
難
者

２
m

D
町
内
区
域
避
難
者

A
町
内
区
域
避
難
者

B
町
内
区
域
避
難
者

２
m

２
m

育
児
ス
ペ
ー
ス

女
性
更
衣
室

男
性
更
衣
室

物
資
ス
ペ
ー
ス

ス
リ
ッ
パ
、
靴
下

外
履
き

一
人
分
ず
つ
小
分
け
に
し
て
配
食

炊
き
出
し

保
健
師
巡
回

２
m

２
m

教
室
等
の
専
用
ス
ペ
ー
ス

（
症
状
あ
り
・
濃
厚
接
触
者
の
区
分
） コロナ対策編 資料１

ポ
ス
タ
ー
掲
示女
子
ト
イ
レ

清
掃

配
膳

ス
ペ
ー
ス

症 状 の あ る 人

症 状 の な い 人



 コロナ対策編 資料２ 

避難所
ひ な ん じ ょ

の感染
かんせん

予防
よ ぼ う

対策
たいさく

について 
 

新型
しんがた

コロナウイルスの感染
かんせん

拡大
かくだい

が懸念
け ね ん

されています。 
避難所
ひ な ん じ ょ

内
ない

の感染
かんせん

予防
よ ぼ う

対策
たいさく

について、ご 協 力
きょうりょく

をお願
ねが

いいた
します。 
 

○個人
こ じ ん

が行
おこな

う感染
かんせん

予防
よ ぼ う

 

 避難所
ひ な ん じ ょ

では、可能
か の う

な限
かぎ

りマスクを着
つ

けましょう。 
 避難所

ひ な ん じ ょ
や各部屋

か く へ や
に出入

で い
りする時は、手指

し ゅ し
消 毒
しょうどく

をしましょう。 
 こまめな手洗

て あ ら
い、咳

せき
エチケットの実施

じ っ し
を徹底

てってい
しましょう。 

 他
た

の避難者
ひ な ん し ゃ

との距離
き ょ り

を十 分
じゅうぶん

に保
たも

ちましょう。 
 体 調

たいちょう
がすぐれない方

かた
は、避難所

ひ な ん じ ょ
スタッフに申

もう
し出

で
ましょう。 

 居 住
きょじゅう

スペースの清掃
せいそう

・消 毒
しょうどく

は各自
か く じ

で行
おこな

いましょう。 
 

○避難所
ひ な ん じ ょ

内
ない

で行
おこな

う感染
かんせん

予防
よ ぼ う

 

 換気
か ん き

を行
おこな

うため、窓
まど

や戸
と

は開
かい

放
ほう

します。 
 定期的

て い き て き
に避

ひ
難所
なんじょ

の清掃
せいそう

や消 毒
しょうどく

を行
おこな

います。 
 発熱

はつねつ
や咳

せき
、下痢

げ り
や嘔吐

お う と
等
とう

の 症 状
しょうじょう

がある方
かた

は専用
せんよう

スペース
等
とう

に移動
い ど う

していただきます。 
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手洗いで感染症予防

流水で手洗いができない場合に
は、アルコールを含んだ 手指
消毒薬を使用しましょう。

出典：「日本環境感染学会教育ツールVer.3.1より引用」

手指消毒薬

指先から
消毒するの
がポイント
です。

画像出典：厚生労働省（http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/keihatu.htm）

とくに
食事前や調理前、
トイレ使用後には
手洗いを！

画像出典：政府インターネットTV（http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg7362.html?t=46&a=1）
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出典：総務省消防庁

コロナ対策編　資料３－４



コロナ対策編　資料３－５





コロナ対策編 資料３－６



8 

 

 ※オレンジハザードとは、感染性廃棄物専用箱のことをいう。 

（※） 

出典：総務省消防庁
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※万一、ごみが袋の外に触
れた場合は、二重にごみ袋
に入れてください。

①ごみ箱にごみ袋をかぶせま
す。いっぱいになる前に早め
に②のとおりごみ袋をしばっ
て封をしましょう。

環境省公式HP 

・『ごみの捨て方』に沿っていただくことにより、ご家族だけでなく、皆様が出し
たごみを扱う市町村の職員や廃棄物処理業者の方にとっても、新型コロナウィ
ルスやインフルエンザウイルスなどの感染症対策として有効です。

・ごみを捨てる際は自治体のルールに従うとともに、ポイ捨ては絶対にやめま
しょう。使用済みのマスク等のごみを捨てる際にも、『ごみの捨て方』を参考
に、「ごみに直接触れない」「ごみ袋はしっかりしばって封をする」そして
「ごみを捨てた後は手を洗う」ことに注意しましょう。

③ごみを捨てた後は石鹸を
使って、流水で手をよく洗
いましょう。

新型コロナウイルスなどの感染症に感染した方やその疑いのある方な

どがご家庭にいらっしゃる場合、鼻水等が付着したマスクやティッ

シュ等のごみを捨てる際は、以下の『ごみの捨て方』に沿って、

「ごみに直接触れない」「ごみ袋はしっかりしばって封をする」そして

「ごみを捨てた後は手を洗う」ことを心がけましょう。

新型コロナウイルスなどの感染症対策としての
ご家庭でのマスク等の捨て方

②マスク等のごみに直接触
れることがないようしっか
りしばります。

ごみの捨て方
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